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国際協定の締結等に伴う 

漁業離職者に関する臨時措置法の 

改正について（報告） 



 

 

 

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正に 

ついて（報告） 

 

 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正について労働

政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会において審議した結果、下記

のとおり結論を得たので報告する。 

 

 

平成２９年１２月 ７日 

 

雇用対策基本問題部会 

部会長 鎌田 耕一 

 

 

職業安定分科会 

分科会長 阿部 正浩 殿 

 

 

記 

 

 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を 5 年間

延長することが必要であると認める。 

 



 

 

 

参考資料（第 79回職業安定分科会雇用対

策基本問題部会資料） 

－国際協定の締結等に伴う漁業離職者に

関する臨時措置法関係－ 

 

 



国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の概要 

 

目的 

漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等の事態に対処するための漁船の

隻数の縮減に伴い、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促

進等のための特別の措置を講じ、もって漁業離職者の職業及び生活の安定に資すること。 

 

1. 経緯 

昭和５２年に２年間の時限立法（議員提出）として成立し、以後、昭和５４年に４年、昭和５８年、昭和

６３年、平成５年、平成１０年、平成１５年、平成２０年、平成２５年にそれぞれ５年、有効期限の延長を

行っている。 

 

2. 施策の概要 

① 漁業離職者求職手帳の発給及び就職指導の実施 

② 職業転換給付金の支給 

③ 職業訓練の実施 

 

3. 法の有効期限 

平成３０年６月３０日失効 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○就職促進手当 
（求職活動の促進とその生活の安定を図るための給付金） 

○訓練手当 
（訓練受講期間に支給される給付金） 

○求職活動支援費 
（広範囲の地域にわたる求職活動等に要する費用に充てるための給付金） 

○移転費 
（就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てる
ための給付金） 

○就業支度金 
（公共職業安定所の紹介による就職の促進又は事業開始に要する費用に充
てるための給付金） 

 

 

○職場適応訓練費 
（作業環境への適応を促進するための給付金） 

○特定求職者雇用開発助成金 
（就職困難者の雇い入れを促進するための給付金） 

 

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づく対策 

＜事業主に対する支援＞  

 

漁業離職者求職手帳の発給 

 
 

再
就
職 

就職指導の実施 

職業転換給付金の支給 

＜漁業離職者に対する支援＞ 

漁業離職者の発生 

職業訓練の実施 

第４条 

第３条 

第５条 

第６条の３ 

漁業協定に基づく規制
の強化、漁業交渉によ
る漁獲割当の変動等 

求職者に対して支給 

事業主に対して支給 

離職者が船員にとなろうと
する場合、法第６条の２の
特例規定に基づき、国土交
通省（地方運輸局）において、
職業訓練に係る特別の措
置、漁業離職者求職手帳の
発給、就職指導及び就職促
進手当等の給付金の支給
（※）を実施している。 

※内容は厚生労働省（公共職業
安定所）による支援とほぼ同様 



発給件数 年度末所持件数 就職件数 発給件数 年度末所持件数 就職件数

19年度 0 0 0 0 0

20年度 0 0 0 0 0 0

21年度 4 5 0 263 102 175

22年度 1 4 1 8 55 39

23年度 1 3 3 0 20 13

24年度 0 0 0 0 0 0

25年度 0 0 0 0 0 0

26年度 0 0 0 0 0 0

27年度 0 0 0 0 0 0

28年度 0 0 0 17 16 0

1,424 - 918 14,462 - 6,833

（注）年度末所持者数については、運輸局からの移管受、運輸局への移管発を反映した数値。

特定漁業離職者求職手帳（漁臨法関係）発給状況等

年    度
公共職業安定所における状況 地方運輸局等における状況

平成

累計（昭和５３年１月～
平成29年3月）



職業転換給付金の支給実績（漁臨法関係） 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

就職促進手当 
（訓練待期手当） 

0 0 0 
9,091 
（73人） 

訓練手当 
（技能習得手当） 

0 0 0 
26 

（3人） 

求職活動支援費 0 0 0 0 

移転費 0 0 0 
84 

（1人） 

就業支度金 
（自営支度金・再就職奨

励金） 

0 0 0 0 

職場適応訓練費 0 0 0 0 

特定求職者雇用
開発助成金 
（雇用奨励金） 

0 0 0 0 

計 0 0 0 9,201 

単位： 千円  
※括弧内の数値は延べ人数 



今後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について

次の理由により、今後とも引き続き同法に基づく特別の措置を講ずる必要があるので、

同法を改正し、その有効期限をさらに５年間延長することとしてはどうか。

１ 資源状況の悪化が懸念されているまぐろ類については、地域漁業管理機関を通じた

適切な資源管理を図るため、科学的根拠に基づく保存管理措置の設定などの取組によ

り漁獲規制が年々強化されているところであり、今後も、水産資源の適切な保存管理

を図る観点から、漁獲規制の強化が課せられる可能性がある。また、我が国と韓国・

中国の排他的経済水域においては、海洋生物資源が総じて減少傾向にあるため、日本

漁船の漁獲割当量及び許可隻数枠等、両国の排他的経済水域における資源管理のため

規制強化が行われる可能性がある。さらに、ロシア連邦周辺水域においては、他国へ

漁獲割当てをすることに対しロシア国内で根強い批判があるなど、我が国への漁獲割

当量の確保は予断を許さない状況である。また、資源管理の強化や環境保護等を目的

として、ロシア連邦が新たな規制を行い、ロシア水域で操業する我が国漁船に影響が

及ぶ可能性もある。このような状況から、今後、大幅な減船が行われる可能性がある。

２ 漁業離職者は船上という特殊な勤務形態で長期間従事しているほか、技能が特殊で

他の職種には応用出来ないものであるため、離職を余儀なくされた場合には、再就職

が困難となるおそれがある。



参 考 － １
主 要 な 国 際 条 約 等 の 概 要

国 際 条 約 等 条 約 等 の 概 要 関 係 漁 業

大 西 洋 の ま ぐ ろ 類 の 条 約 に 基 づ き 設 置 さ れ る 大 西 洋 ま ぐ ろ ま ぐ ろ は え 縄 漁 業
保 存 の た め の 国 際 条 類 保 存 国 際 委 員 会 で の 協 議 を 経 て 、 地 中
約 海 を 含 む 大 西 洋 に お け る か つ お ・ ま ぐ ろ
略 称 Ｉ Ｃ Ｃ Ａ Ｔ 類 の 漁 獲 量 規 制 等 の 保 存 管 理 措 置 を 決 定
署 名 昭 41.5.14 す る こ と 。
発 効 昭 44.3.21

み な み ま ぐ ろ の 保 存 条 約 に 基 づ き 設 置 さ れ る み な み ま ぐ ろ ま ぐ ろ は え 縄 漁 業
の た め の 条 約 保 存 委 員 会 で の 協 議 を 経 て 、 み な み ま ぐ
略 称 Ｃ Ｃ Ｓ Ｂ Ｔ ろ の 総 漁 獲 可 能 量 及 び 締 約 国 等 に 対 す る
署 名 平 5.5.10 漁 獲 割 当 量 等 を 決 定 す る こ と 。
発 効 平 6.5.20

全 米 熱 帯 ま ぐ ろ 類 委 条 約 に 基 づ き 設 置 さ れ る 全 米 熱 帯 ま ぐ ま ぐ ろ は え 縄 漁 業
員 会 の 設 置 に 関 す る ろ 類 委 員 会 で の 協 議 を 経 て 、 東 太 平 洋 に
ア メ リ カ 合 衆 国 と コ お け る き は だ ・ か つ お の 漁 獲 規 制 等 、 か
ス タ ・ リ カ 共 和 国 と つ お ・ ま ぐ ろ 類 の 保 存 管 理 措 置 を 決 定 す
の 間 の 条 約 （ 全 米 熱 る こ と 。
帯 ま ぐ ろ 類 条 約 ）
略 称 Ｉ Ａ Ｔ Ｔ Ｃ

署 名 昭 24.5.31

発 効 昭 25.3. 3

加 盟 昭 45.7. 1

イ ン ド 洋 ま ぐ ろ 類 委 イ ン ド 洋 ま ぐ ろ 類 委 員 会 を 設 置 し 、 イ ま ぐ ろ は え 縄 ・ ま き
員 会 設 置 協 定 ン ド 洋 に お け る か つ お ・ ま ぐ ろ 類 の 保 存 網 漁 業
略 称 Ｉ Ｏ Ｔ Ｃ 及 び 最 適 利 用 の 促 進 を 図 る こ と 。
発 効 平 8.3.27

中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ 条 約 に 基 づ き 設 置 さ れ る 中 西 部 太 平 洋 ま ぐ ろ は え 縄 ・ ま き
類 条 約 ま ぐ ろ 類 委 員 会 で の 協 議 を 経 て 、 中 西 部 網 漁 業 等
略 称 Ｗ Ｃ Ｐ Ｆ Ｃ 太 平 洋 に お け る か つ お ・ ま ぐ ろ 類 の 漁 獲
署 名 平 12.9.5 規 制 等 の 保 存 管 理 措 置 を 決 定 す る こ と 。
発 効 平 16.6.19

加 盟 平 17.7.8



国 際 条 約 等 条 約 等 の 概 要 関 係 漁 業

漁 業 に 関 す る 日 本 国 日 中 双 方 の 漁 船 の 相 手 国 排 他 的 経 済 水 以 西 底 び き 網 漁 業
と 中 華 人 民 共 和 国 と 域 に お け る 漁 獲 割 当 量 等 の 操 業 条 件 は 、 大 中 型 ま き 網 漁 業 等
の 間 の 協 定 協 定 に 基 づ き 設 置 さ れ る 日 中 漁 業 共 同 委
略 称 日 中 漁 業 協 定 員 会 で の 協 議 後 、 各 国 政 府 が 決 定 す る こ
署 名 平 9.11.11 と 。
発 効 平 12. 6. 1 東 シ ナ 海 に 暫 定 措 置 水 域 を 設 定 し 、 日

中 両 国 に よ る 共 同 管 理 を 行 う こ と 等 。

漁 業 に 関 す る 日 本 国 日 韓 双 方 の 漁 船 の 相 手 国 排 他 的 経 済 水 以 西 底 び き 網 漁 業
と 大 韓 民 国 と の 間 の 域 に お け る 漁 獲 割 当 量 等 の 操 業 条 件 は 、 沖 合 底 び き 網 漁 業
協 定 協 定 に 基 づ き 設 置 さ れ る 日 韓 漁 業 共 同 委 大 中 型 ま き 網 漁 業 等
略 称 日 韓 漁 業 協 定 員 会 で の 協 議 後 、 各 国 政 府 が 決 定 す る こ
署 名 平 10.11.28 と 。
発 効 平 11. 1.22 日 本 海 と 東 シ ナ 海 に 暫 定 水 域 を 設 定 し 、

日 韓 両 国 に よ る 共 同 管 理 を 行 う こ と 等 。

漁 業 に 関 す る 日 本 国 Ｎ Ｚ 排 他 的 経 済 水 域 に お け る 操 業 隻 数 等 遠 洋 底 び き 網 漁 業
政 府 と ニ ュ ー ・ ジ ー に つ い て 、 毎 年 Ｎ Ｚ 政 府 が 我 が 国 に 対 し い か 釣 り 漁 業
ラ ン ド 政 府 と の 間 の 通 報 す る こ と 等
協 定
略 称 日 ー Ｎ Ｚ 漁 業 協 定

署 名 昭 53. 9.1

発 効 昭 53. 9.1

失 効 平 9. 9.30

漁 業 の 分 野 に お け る ロ シ ア 系 さ け ・ ま す （ 溯 河 性 魚 種 ） の さ け ・ ま す 漁 業
協 力 に 関 す る 日 本 国 我 が 国 に よ る 漁 獲 は 、 協 定 に 基 づ き 設 置
政 府 と ソ ヴ ィ エ ト 社 さ れ る 日 ロ 漁 業 合 同 委 員 会 で の 協 議 を 経
会 主 義 共 和 国 連 邦 政 て 、 両 政 府 間 で 合 意 さ れ る 条 件 に 従 っ て
府 と の 間 の 協 定 行 わ れ る こ と 等 。
略 称 日 ソ 漁 業 協 力 協 定

署 名 昭 60.5.12

発 効 昭 60.5.13

日 本 国 政 府 と ソ ヴ ィ 日 ロ 双 方 の 漁 船 の 相 手 国 排 他 的 経 済 水 沖 合 底 び き 網 漁 業
エ ト 社 会 主 義 共 和 国 域 に お け る 漁 獲 割 当 量 等 操 業 条 件 は 、 協 遠 洋 底 び き 網 漁 業
連 邦 政 府 と の 間 の 両 定 に 基 づ き 設 置 さ れ る 日 ロ 漁 業 委 員 会 で た ら 等 は え 縄 漁 業 等
国 の 地 先 沖 合 に お け の 協 議 の 後 、 資 源 状 態 、 自 国 の 漁 獲 能 力
る 漁 業 の 分 野 の 相 互 等 の 関 連 要 因 を 考 慮 の 上 、 各 国 政 府 が 決
の 関 係 に 関 す る 協 定 定 す る こ と 等 。
略 称 日 ソ 地 先 沖 合 漁 業 協 定

署 名 昭 59.12. 7

発 効 昭 59.12.14



国 際 条 約 等 条 約 等 の 概 要 関 係 漁 業

中 央 ベ ー リ ン グ 海 に ベ ー リ ン グ 公 海 に お け る す け と う だ ら 遠 洋 底 び き 網 漁 業
お け る す け と う だ ら 資 源 の 漁 獲 可 能 水 準 及 び 国 別 割 当 量 を 設
資 源 の 保 存 及 び 管 理 定 す る こ と 。
に 関 す る 条 約
略 称 ベ 公 海 漁 業 条 約

署 名 平 6. 8.4

発 効 平 7.12.8

第 ４ ６ 回 国 連 総 会 決 第 ４ ６ 回 国 連 総 会 に お い て 、 公 海 大 規 模 い か 流 し 網 漁 業
議 （ 平 成 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 ） 流 し 網 漁 業 に つ い て 以 下 の 措 置 等 が 決 議 か じ き 等 流 し 網 漁 業

さ れ た 。
（ １ ） １ ９ ９ ２ 年 ６ 月 ま で に 漁 獲 努 力 量

を 半 減 す る こ と 。
（ ２ ） １ ９ ９ ２ 年 １ ２ 月 ま で に 停 止 す る

こ と
こ れ を 受 け 、 平 成 ５ 年 度 か ら 平 成 ７ 年

度 に お い て 、 い か 流 し 網 漁 業 を 停 止 す る
と と も に 、 か じ き 等 流 し 網 漁 業 に つ い て 、
公 海 に お け る 操 業 を 停 止 し 、 我 が 国 排 他
的 経 済 水 域 内 の み の 漁 業 と し て 再 編



特 定 漁 業 一 覧 表
平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 現 在

１ 沖 合 底 び き 網 漁 業

２ 以 西 底 び き 網 漁 業

３ 遠 洋 底 び き 網 漁 業 の う ち 、 ① 北 方 ト ロ ー ル 、 ② 転 換 ト ロ ー ル 、 ③ 北 転 船

４ 遠 洋 底 び き 網 漁 業 の う ち ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 地 先 沖 合 に お い て 操 業 す る も の

５ 北 洋 は え 縄 ・ さ し 網 漁 業 【 ※ 】

６ 遠 洋 か つ お ・ ま ぐ ろ 漁 業 （ 改 正 前 の 指 定 漁 業 を 定 め る 政 令 第 一 項 第 十 号 に 掲

げ る 漁 業 を い う 。） の う ち 、 浮 き は え 縄 を 使 用 し て ま ぐ ろ 、 か じ き 又 は さ め を

と る こ と を 目 的 と す る も の

７ 中 型 さ け ・ ま す 流 し 網 漁 業

８ 遠 洋 か つ お ・ ま ぐ ろ 漁 業 （ 漁 業 法 第 五 十 二 条 第 一 項 の 指 定 漁 業 を 定 め る 政 令

（ 次 号 に お い て 「 指 定 漁 業 を 定 め る 政 令 」 と い う 。） 第 一 項 第 八 号 に 掲 げ る 漁

業 を い う 。） の う ち 、 浮 き は え 縄 を 使 用 し て ま ぐ ろ 、 か じ き 又 は さ め を と る こ

と を 目 的 と す る も の

９ 近 海 か つ お ・ ま ぐ ろ 漁 業 （ 指 定 漁 業 を 定 め る 政 令 第 一 項 第 九 号 に 掲 げ る 漁 業

を い う 。） の う ち 、 浮 き は え 縄 を 使 用 し て ま ぐ ろ 、 か じ き 又 は さ め を と る こ と

を 目 的 と す る も の

1 0 小 型 さ け ・ ま す 流 し 網 漁 業

1 1 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド い か 釣 り 漁 業

1 2 い か 流 し 網 漁 業 【 ※ 】

1 3 日 本 海 さ け ・ ま す は え 縄 漁 業 【 ※ 】

1 4 た ら 等 は え 縄 漁 業

1 5 た ら 等 は え 縄 漁 業 （ す け と う だ ら を と る こ と を 目 的 と す る 漁 業 を 除 く 。 )

1 6 か じ き 等 流 し 網 漁 業

※ ５ , 1 2 , 1 3 に つ い て は 、 現 在 禁 止 さ れ て い る 。
※ 特 定 漁 業 に つ い て は 、 国 際 協 定 の 締 結 等 に 伴 う 漁 業 離 職 者 に 関 す る 臨 時 措 置 法

施 行 令 で 定 め て い る 。

参考－２



（平成29年11月調査時点版）

年 月 交渉等の名称 概要

5 ＩＯＴＣ（インド洋まぐろ類委員会）年次会合
インド洋におけるかつお・まぐろ類の資源管理（漁船の管理方法
等）について議論

7 ＩＡＴＴＣ（全米熱帯まぐろ類委員会）年次会合
東部太平洋におけるかつお・まぐろ類の資源管理（各国の漁獲割
当量、漁船の管理方法等）について議論

10 ＣＣＳＢＴ（みなみまぐろ保存委員会）年次会合
みなみまぐろの資源管理（各国の漁獲割当量、漁船の管理方法
等）について議論

11 ＩＣＣＡＴ（大西洋まぐろ類保存国際委員会）年次会合
大西洋におけるかつお・まぐろ類の資源管理（各国の漁獲割当量、
漁船の管理方法等）について議論

11 日ロ漁業委員会
日ロ双方の200海里水域における両国漁船の操業条件（漁獲割当
量、操業隻数等）について議論

12 ＷＣＰＦＣ(中西部太平洋まぐろ類委員会)年次会合
中西部太平洋におけるかつお・まぐろ類の資源管理（各国の漁獲
割当量、漁船の管理方法等）について議論

交渉中 日中漁業共同委員会
日中双方の協定水域における両国漁船の操業条件（漁獲量割当
量、操業隻数等）等について議論

交渉中 日韓漁業共同委員会
日韓双方の協定水域における両国漁船の操業条件（漁獲量割当
量、操業隻数等）等について議論

平成
30年

3 日ロ漁業合同委員会・日ロさけます政府間協議
日本及びロシアの200海里水域における我が国漁船のロシア系さ
け・ますに係る操業条件について議論

平成
29年

最近の漁業交渉のスケジュールについて 参考－３ 



平成29年11月1日現在

号数 特定漁業名 漁船数（隻） 労働者数（人）

1 沖合底びき網漁業 29 約580

2 以西底びき網漁業 8 約100

3
遠洋底びき網漁業のうち
①北方トロール、②転換トロール、③北転船 2 約50

4
遠洋底びき網漁業のうちニュージーランドの地
先沖合で操業するもの 0 0

６，８
遠洋かつお・まぐろ漁業
（浮きはえ縄によりまぐろ等をとるもの） 198 約1,580

7 中型さけ・ます流し網漁業 0 0

9
近海かつお・まぐろ漁業
（浮きはえ縄によりまぐろ等をとるもの） 255 約770

10 小型さけ・ます流し網漁業 0 0

11 ニュージーランドいか釣り漁業 0 0

1４,1５ たら等はえ縄漁業 20 約220

512 約3,300合　　　　　　　　　計

特定漁業労働者数等 参考－４ 


